
（別紙：今回の審査請求の概要）

処 分 庁 審 査 請 求 人 申 請 年 月 日 原 処 分 年 月 日 審 査 請 求 年 月 日 審査請求の 裁決及び理由 備 考
及び申請理由 (異議申立年月日) 趣旨

( )異議申立に対する処分年月日

取り消し 審査請求人は、出生後昭和
１ 熊本県知事 愛知県名古屋市在住 平.１０. ３.１０ 平.１１. １. ８ 平.１１. ４.１９ 水俣病 35年まで熊本県葦北郡に居

67歳の男性 両手両足の痺れ、 (平.11. 2.17） 認 定 求心性視野狭窄に 住
よくつまづく、物 (平.11. 3.31) 関する判断に疑問 昭和35年、愛知県名古屋市
を取り落とす、全 があり、また中枢 に転居
身が引きつる、頭 性聴力障害につい
がふらつきまっす て詳細な再検査が
ぐ歩けない、不眠 必要であると考え
等の症状 られ、このような

問題を含む県認定
審査会の判断に基
づいて行われた原
処分は妥当性を欠
く。

棄 却 認定申請者は、審査請求人
２ 鹿 児 島 県 三重県桑名郡在住 平.１２. ４.１９ 平.１２.１２.２５ 平.１３. ４.１１ 水俣病 の父（昭和５年３月生）

知 事 38歳の男性 頭が重い、視力減 (平.13. 2. 2) 認 定 感覚障害は水俣病 出生後昭和35年までの間、
退、足のふらつき (平.13. 3.19) に特徴的な四肢末 鹿児島県阿久根市及び出水
等の症状 梢優位の感覚障害 市に居住、以降

と異なり、小脳性 昭和35年～41年、鹿児島市
運動失調は認め難 同 41年～52年、福岡市
く、他の症候は認 同 52年～死亡時、三重県
められない。 桑名郡に居住

死亡年月：平成13年２月
（享年：７０歳）
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処 分 庁 審 査 請 求 人 申 請 年 月 日 原 処 分 年 月 日 審 査 請 求 年 月 日 審査請求の 裁決及び理由 備 考
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( )異議申立に対する処分年月日

棄 却 被認定者は、審査請求人の
３ 東 京 都 東京都北区在住 平.１３.１１.２９ 平.１４. ２.２６ 平.１４. ５.３０ 遺族補償費 夫（大正８年12月生）

北 区 長 74歳の女性 被認定者の死亡直 (平.14. 3. 4） の支給 被認定者の死亡 昭和45年から死亡時まで、
前の容態を主治医 (平.14. 5.23) は、脳梗塞による 東京都北区に居住
らはよく承知して ものであり、認定 認定疾病は、慢性気管支炎
いない。 疾病に起因したも 及び気管支ぜん息
被認定者には、慢 のとは認められな 認定年月：昭和60年３月
性気管支炎、気管 い。 （障害の程度：３級）
支ぜん息があり、 死亡年月：平成13年10月
死亡数日前に呼吸 （享年：８１歳）
困難であったこと
から、認定疾病に
起因して死亡した
と考える。

棄 却 同 上
４ 同 上 同 上 同 上 同 上 同 上 葬祭料の

支給 同 上


